
 

        

                                    

                 

 

 

 

 

 

●開 催 期 間：２０１６年８月２０日２０１６年８月２０日２０１６年８月２０日２０１６年８月２０日    土曜日～２０１７年３月１１日土曜日～２０１７年３月１１日土曜日～２０１７年３月１１日土曜日～２０１７年３月１１日    土曜日土曜日土曜日土曜日 全10回  

●会 場：ＡＪＵ自立の家ＡＪＵ自立の家ＡＪＵ自立の家ＡＪＵ自立の家    わだちコンピュータハウスわだちコンピュータハウスわだちコンピュータハウスわだちコンピュータハウス    ３階３階３階３階    食堂食堂食堂食堂（名古屋市昭和区下構町１－３－３） 

 名古屋聖マタイ教会（昭和区明月町2-53-1） ＡＪＵ自立の家 サマリアハウス（昭和区恵方町2－15） 

名古屋都市センター 会議室(名古屋市中区金山町一丁目１－１) 

●受講対象者：障害当事者運動など地域でまちづくりを実践している方や、これからまちづくりを進めようとして

いる方で、人にやさしい街づくりに関心がある方 

●募 集 人 員：20202020名名名名  応募が20名を超えた場合には受講申込書の記載内容により受講者選考します 

●受 講 料： 全10回 10,00010,00010,00010,000円円円円    ※学生手帳提示で5,000円減額します 

●申 込 方 法：受講申込書に必要事項を記入し、郵送、ファクシミリ、電子メール、いずれかでお申し込み下さい 

郵送：〒４６３－００９６ 名古屋市守山区森宮町１００番地 ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海 

ファクシミリ：０５２－７９２－１１５６ 

電子メール：hitomachi@npo-jp.net 送信タイトルは「人にやさしい街づくり連続講座受講申込」としてください 

●受講申込書：こちらからダウンロードできます http://www.hitomachi.npo-jp.net/2016youkou/ 

  ワード版とテキスト版を準備しています、ご活用下さい 

●申 込 期 限：２０１６年８月６日２０１６年８月６日２０１６年８月６日２０１６年８月６日    土曜日土曜日土曜日土曜日    午後６時必着午後６時必着午後６時必着午後６時必着 

●問い合わせ先：愛知県重度障害者団体連絡協議会 電子メール：aijuren@aju-cil.com 

特定非営利活動法人 ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海 電話：052-792-1156 

� 講習の修了者は「愛知県 人にやさしい街づくりアドバイザー」として登録でき、自治体そのほかの団体からの

求めに応じ、各地・各セクションで活動できます 

� 要約筆記、手話通訳、テキストデータなどの講習資料、については必要に応じて対応します 

� 暴風雨警報発令時など講座が延期、または、中止になることがあります 

    

    

    

主主主主催：催：催：催：愛知県重度障害者団体連絡協議会愛知県重度障害者団体連絡協議会愛知県重度障害者団体連絡協議会愛知県重度障害者団体連絡協議会    特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海    

協力：社会福祉法人ＡＪＵ自立の家 

後援：愛知県（申請中）、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会（申請中）、日本福祉のまちづくり学会東海北陸支部 

探そう、気づこう、学ぼう、見つけよう探そう、気づこう、学ぼう、見つけよう探そう、気づこう、学ぼう、見つけよう探そう、気づこう、学ぼう、見つけよう 

～～～～自分たちのまちだから自分たちのまちだから自分たちのまちだから自分たちのまちだから～～～～ 

私たちが暮らす街、何気なくみて

いる街ですが、バリアフリーの動き

も着実に進んできました。でも、街

全体を見渡してみると、どうでしょ

う。まだまだ障害のある人が利用し

づらいところがたくさんあるのでは

ないでしょうか。 

今回、この講座では、街にはどの

ようなバリアがあり、それらはなぜ

残っているのか、その原因は何か、

解決するにはどうしたらよいか、

様々な角度から検証し、改善する手

法を実践から学びます。 

一連のプロセスを専門家や障害の

ある人とともに考える場として講座

を開催します。知識と行動力をつけ

るためにも、是非ご参加下さい。 

＜＜＜＜愛知県愛知県愛知県愛知県    人にやさしい街づくりアドバイザー指定講習人にやさしい街づくりアドバイザー指定講習人にやさしい街づくりアドバイザー指定講習人にやさしい街づくりアドバイザー指定講習＞申請中＞申請中＞申請中＞申請中 
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2012012012016666年度年度年度年度    人にやさしい街づくり連続講座人にやさしい街づくり連続講座人にやさしい街づくり連続講座人にやさしい街づくり連続講座    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

回 月日（曜日）、時間、会場 内 容 

１１１１    

２０１６年 ・開講式 はじめの挨拶 長谷由香／愛知県重度障害者団体連絡協議会 

・講義① 障害者運動の歴史 

講師：辻 直哉／愛知県重度障害者団体連絡協議会 

・講義② 障害者権利条約と障害者差別解消法 

講師：近藤 佑次／愛知県重度障害者団体連絡協議会 

8月20日（土） 

14時～17時30分 

マタイ教会 研修室 

２２２２    

9月17日（土） 

14時～17時30分 

ＡＪＵ自立の家 わだち

コンピュータハウス 

・講義③ バリアフリー法の概要  講師：国土交通省中部運輸局職員 

・講義④ 人にやさしい街づくり条例の概要  

講師：林 昌司／愛知県建設部建築計画課 

・グループディスカッション 

３３３３    

10月22日（土） 

9時30分～17時30分 

名古屋都市センター 

中部国際空港（セントレア） 

中部国際空港のユニバーサルデザイン  

・講義⑤ 経緯と障害者団体の関わり 講師：磯部 友彦／中部大学 

・講義⑥ 設計者の立場から 講師：（株）日建設計 設計スタッフ 

・グループディスカッション  

・中部国際空港（セントレア） 現地見学 

４４４４    

11月5日（土） 

14時～18時 

ＡＪＵ自立の家 

サマリアハウス 

・車いす体験 昭和区御器所周辺へ車いすでまちあるき 

自分たちの目で耳で足でまちを検証しよう、 

自分のテーマとなる「まちの課題」を見つけよう 

・グループディスカッション 

５５５５    

11月19日（土） 

14時～17時30分 

ＡＪＵ自立の家 わだち

コンピュータハウス 

・講義⑦ バリアフリーマップづくりのワークショップ 

ファシリテーター：葛山 稔晃、藤森 幹人／（株）対話計画 

・意見交換しよう ・バリアフリーマップをつくろう 

・車いす体験とバリアフリーマップを発表しよう 

６６６６    

12月17日（土） 

14時～17時30分 

ＡＪＵ自立の家 わだち

コンピュータハウス 

・講義⑧ 多様な障害を知る・一人ひとりちがうことを知る 

  講師： 植松 龍一／ピープルファースト愛知 

高木 富生／NPO法人名古屋難聴者・中途失聴者支援協会 

杉本 真規／AJU自立の家サマリアハウス夏期自立体験プログラム 

石川 亜紗美／ぴあコネクトはんだ 

・グループディスカッション 

７７７７    

２０１７年 

・人にやさしい街づくりを提案する① 

自分のテーマとなる「まちの課題」を見つけよう 

・グループに分かれて 発表＆意見交換 

ファシリテーター：浅野健、三田祐子／人にやさしい街づくりアドバイザー 

1月14日（土） 

14時～17時30分 

ＡＪＵ自立の家 わだち

コンピュータハウス 

８８８８    

1月28日（土） 

14時～17時30分 

ＡＪＵ自立の家 わだち

コンピュータハウス 

・人にやさしい街づくりを提案する② 

「まちの課題解決」にむけて調べてみよう 

・グループに分かれて 発表＆意見交換 

ファシリテーター：浅野健、三田祐子／人にやさしい街づくりアドバイザー 

９９９９    

2月18日（土） 

14時～17時30分 

ＡＪＵ自立の家 わだち

コンピュータハウス 

・人にやさしい街づくりを提案する③ 

「まちの課題解決」の方法を提案しよう 

・グループに分かれて 発表＆意見交換 

ファシリテーター：浅野健、三田祐子／人にやさしい街づくりアドバイザー 

10101010    

3月11日（土） 

14時～17時30分 

名古屋都市センター 

会議室(予定) 

【公開講座】発表会 自分の見つけたまちの課題を発表し、仲間を募ろう 

     コメンテーター：長谷由香／愛知県重度障害者団体連絡協議会 

・閉講式 修了証授与 

・おわりの挨拶 小寺岸子／ひとまちネットワーク東海 

●講習修了の基準 全10回のうち8回以上出席。そのうち第4回車いす体験、第10回発表会、は必須です。 

車いす体験レポート、第7，8，9回のテーマ「まちの課題解決」に関する提案・調査レポート、 

他レポートを提出します。 

 


